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現 行 改正案 備  考

⑷ 配水管等にせん孔する場合は，配水管等に施されている内面ライニング材，内面塗膜

等の剥離に注意するとともに，サドル付分水栓等でのせん孔端面にはその防食のために，

適切なコアを装着するなどの措置を講じること（図 3－52 参照）。

⑸ 給水管は，薬品置場や薬液類を使用する工場等の廃液流し場，排水路には埋設しない

こと。

ア 薬品置場や工場等の装置は，その部分を受水槽以下とし，付属する事務所や住居部

分の給水装置から分離する。

イ 工場等の環境が，給水管に経年的にも化学的影響を与えず，かつ，停滞空気が生じ

るおそれのないと認められる場合には，高所配管とすることができる。

⑹ 電車軌道の下や，その付近に給水管（金属管）を布設する場合は，その事業管理者の

指示に基づき，十分な防食措置を講じる。

軌道下など電食を受けやすい箇所に横断して金属管を配管する場合は，管を絶縁材料

で被覆し，さらにヒューム管などのさや管に納めたうえで，枕木の下端より 1m 以上の

深さに埋設する。また，各種ケーブル線に接近して配管する場合は，30 ㎝以上の間隔を

とり，軌道下の場合と同様の保護を行って埋設する。

⑺ その他の防食措置

ア 異種金属との接続

異種金属との接続には，異種金属用絶縁継手等を使用し侵食を防止すること（図 3
－72 参照）。

イ 金属管と他の構造物と接触するおそれのある場合

他の構造物等を貫通する場合は，ポリエチレンスリーブ，防食テープ等を使用し，

管が直接構造物（コンクリート・鉄筋等）に接触しないように施工すること。

４ 逆流防止

給水装置は，通常有圧で給水しているため外部から水が流入することはないが，断水・

漏水等により，逆圧又は負圧が生じた場合，逆サイホン作用等により水が逆流し，当該需

要者はもちろん，他の需要者に衛生上の危害を及ぼすおそれがある。このため吐水口を有

し，逆流を生じるおそれのある箇所ごとに，吐水口空間の確保・逆流防止性能を有する給

水用具の設置・負圧破壊性能を有する給水用具の設置のいずれかの措置を講じなければな

らない。

4 . 1 吐水口空間

吐水口空間は，逆流防止のもっとも一般的で確実な手段である。

受水槽，流し，洗面器，浴槽等に給水する場合は，給水栓の吐水口と水受け容器の越流

面との間に必要な吐水口空間を確保する。この吐水口空間は，ボールタップ付きロータン

クのように給水用具の内部で確保されていてもよい。

⑴ 吐水口空間とは，給水装置の吐水口の中心（25 ㎜を超えるものは吐水口の最下端）

から越流面までの垂直距離及び近接壁から吐水口の中心（25 ㎜を超えるものは吐水口

の最下端）までの水平距離をいう。
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⑵ 越流面とは洗面器等の場合は当該水受け容器の上端をいう（図 3－98）。また，水槽

等の場合は立取出しにおいては越流管の上端，横取出しにおいては越流管の中心をい

う（図 3－98）。

① 吐水口の内径ｄ

② こま押さえ部分の内径

③ 給水栓の接続管の内径

以上 3 つの内径のうち，最小内径を

有効開口の内径ｄ’として表す。

(a) 水受け口

(b) 越流管（立取出し）         ( c ) 越流管（横取出し）

※ なお，25mm 以下のものは JIS に準拠し，25mm を超えるものは空気調和・衛生工

学会規格に準拠したものである。

図 3－98 水槽等の吐水口空間
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左図中Ａの範囲を、吐

水口の中心から吐水

口の最下端に変更。

　吐水口の中心から越流面までの垂直距離

　吐水口の最下端から越流面までの垂直距離

　25mm以下の場合 Ｂ１ 　近接壁から吐水口の中心

　25mmを超える場合 Ｂ２ 　近接壁から吐水口の最下端の壁側の外表面

　吐水口から越流面までＡの設定

　25mm以下の場合

　25mmを超える場合

　壁からの離れＢの設定
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25mm 以下の場合 Ｂ１ 近接壁から吐水口の中心

25mm を超える場合 Ｂ２ 近接壁からの離れ

吐水口から越流面までＡの設定

25mm 以下の場合

25mm を超える場合

壁からの離れＢの設定
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（図 3－98 の続き）

(d) ボールタップの吐水口（切込み部分の断面）

( e ) 壁からの離れ

図 3－98 水槽等の吐水口空間

⑶ ボールタップの吐水口の切込部分の断面積（バルブレバーの断面積を除く）がシート

断面積より大きい場合には，切込部分の上端を吐水口の位置とする。

⑷ 規定の吐水口空間について

ア 呼び径が 25 ㎜以下のものについては，（表 3－28）による。
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表 3－28 呼び径 25 ㎜以下の吐水口空間

① 浴槽に給水する場合は，越流面から吐水口の中心までの垂直距離

は 50 ㎜未満であってはならない。

② プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに，事業活動に伴い洗

剤又は薬品を使う水槽及び容器に給水する場合には，越流面から吐

水口の中心までの垂直距離は 200 ㎜未満であってはならない。

③ 上記①及び②は，給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。

イ 呼び径が 25 ㎜を超える場合にあっては，（表 3－29）による。

表 3－29 呼び径 25mm を超える場合の吐水口空間

① ｄ：吐水口の内径（㎜） ｄ’：有効開口の内径（㎜）

② 吐水口の断面が長方形の場合は長辺をｄとする。

③ 越流面より少しでも高い壁がある場合は近接壁とみなす。

④ 浴槽に給水する給水装置（吐水口一体型給水用具を除く）におい

て，越流面から吐水口の最下端までの垂直距離は 50 ㎜未満であっ

てはならない。

⑤ プール等水面が特に波立ちやすい水槽並びに，事業活動に伴い洗

剤又は薬品を使う水槽及び容器に給水する場合には，越流面から吐

水口の最下端までの垂直距離は 200 ㎜未満であってはならない。

⑥ 上記④及び⑤は，給水用具の内部の吐水口空間には適用しない。
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13㎜以下 25㎜以上 25㎜以上

13㎜を超え20㎜以下 40㎜以上 40㎜以上

20㎜を超え25㎜以下 50㎜以上 50㎜以上

呼　び　径
の　区　分

近接壁から吐水口の中心
までの水平距離　Ｂ１

吐水口の中心から越流面
までの垂直距離　Ａ

　壁からの離れ　Ｂ２

　1.7ｄ'+5㎜以上

　3ｄ以下 　3.0ｄ'以上

　3ｄを超え5ｄ以下 　2.0ｄ'+5㎜以上

　5ｄを超えるもの 　1.7ｄ'+5㎜以上

　4ｄ以下 　3.5ｄ'以上

　4ｄを超え6ｄ以下 　3.0ｄ'以上

　6ｄを超え7ｄ以下 　2.0ｄ'+5㎜以上

　7ｄを超えるもの 　1.7ｄ'+5㎜以上

近 接 壁
１ 面 の
場 合

近 接 壁 の 影 響 が な い 場 合

区　　分

近 接 壁 の 影 響
が あ る 場 合

近 接 壁
２ 面 の
場 合

　吐水口の最下端から越流面
　　 までの垂直距離　Ａ 　壁からの離れ　Ｂ２

　1.7ｄ'+5㎜以上

　3ｄ以下 　3.0ｄ'以上

　3ｄを超え5ｄ以下 　2.0ｄ'+5㎜以上

　5ｄを超えるもの 　1.7ｄ'+5㎜以上

　4ｄ以下 　3.5ｄ'以上

　4ｄを超え6ｄ以下 　3.0ｄ'以上

　6ｄを超え7ｄ以下 　2.0ｄ'+5㎜以上

　7ｄを超えるもの 　1.7ｄ'+5㎜以上

近 接 壁
１ 面 の
場 合

近 接 壁 の 影 響 が な い 場 合

区　　分

近 接 壁 の 影 響
が あ る 場 合

近 接 壁
２ 面 の
場 合

　吐水口の最下端から越流面
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第３節 屋外排水設備

屋外排水設備は，屋内排水設備からの排水を受け，さらに敷地内の建物以外から発生する

下水と合わせて，敷地内の下水を公共下水道へ流入させる施設である。

１ 基本的事項

  屋外排水設備の設置にあたっては，次の事項を考慮する。

⑴ 公共下水道のますその他の排水施設の位置，屋内排水設備とその位置及び敷地の土地

利用計画等について調査を行う。

⑵ 排除方式は，公共下水道の排除方式に合わせなければならない。なお，工場・事業場

排水は，一般の排水と分離した別系統で第一汚水ますに接続する。

⑶ 構造等は，法令等の基準に適合し，かつ円滑な排水機能を有するものとする。

２ 設計

  屋外排水設備の設計にあたっては，次の事項に加え維持管理面を十分に考慮して設計す

る。

２．1 排水管

⑴ 排水計画は，屋内排水設備からの排出箇所，公共ます等の排水設備の位置及び敷地の

形状等を考慮して定める。

⑵ 排水管内の汚物を掃流するためには，一定範囲内の流速を確保しなければならない。

  一般に，この掃流流速は，0.6～1.5ｍ／秒とされている。

   排水管の流速は，管径，勾配及び流量によって決まるが，必要な流速を確保するため

の勾配は，原則として，（表 3－14・表 3－16）に示す管径毎の勾配を標準とする。なお，

これによりがたい場合は，掃流流速を考慮し，（資料３）の流量表より定める。

  ア 汚水管

   (ｱ) 汚水管の口径         

表 3－13

排水人員（人） 円形管口径（㎜）

150 まで 100 以上

150 を超え 300 まで 150 以上

300 を超え 600 まで 200 以上

600 を超えるもの 250 以上

     ただし，一部の汚水を排除するための排水管で管路延長 3ｍ以下の場合，口径は

75 ㎜以上とすることができる。
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と表示を統一。
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(ｲ) 汚水管の勾配

     取付管の深さ，便器位置及び地盤高等を考慮して次表の範囲内で勾配を決定する。

表 3－14

口径（㎜） 75 100 125 150 200 以上

ビニル管勾配 50 分の 1 以上 70 分の 1 以上 100 分の 1 以上 150 分の 1 以上

その他管勾配 30 分の 1 以上 50 分の 1 以上 70 分の 1 以上 100 分の 1 以上

  

イ 雨水管

(ｱ) 雨水管の口径        

表 3－15

排水面積

（㎡）

排水管口径 排水きょ断面

円形管口径

（㎜）

半径管口径

（㎜）

内のり

（㎜）

深さ

（㎜）

200 まで 100 以上 150 以上 150 以上 80 以上

200 を超え 600 まで 150 以上 200 以上 200 以上 100 以上

600 を超えるもの 200 以上 250 以上 250 以上 120 以上

     ただし，一つの建物から排除される雨水を排除する排水管で管路延長が 3ｍ以下

の場合，口径は 75 ㎜以上とすることができる。

   (ｲ) 雨水管の勾配

表 3－16

円 形 管
口 径（㎜） 100 150 200 250 300
勾 配 50 分の 1 以上 100 分の 1 以上

排水きょ

内のり（㎜） 150 200 250 300 350
深 さ（㎜） 80 100 120 150 180
勾 配 50 分の 1 以上 100 分の 1 以上

⑶ 使用材料は，水質，布設場所の状況等を考慮して定める。

⑷ 排水管の土被りは，原則として 30 ㎝以上とする。

⑸ 排水管は，公共下水道の排除方式に従って公共ます等へ接続する。

⑹ 排水管は，沈下，地震等による損傷を防止するため，必要に応じて基礎，防護を施す。

２．２ 管きょ

⑴ 管きょ材料

管きょ材料は，水質，布設場所の状況，荷重，工事費及び維持管理等を考慮して定め

る。一般に，硬質塩化ビニル管が使用される。

   また，雨水排水用にＵ形側溝を用いてもよい。

-71-

(ｲ) 汚水管の勾配

     取付管の深さ，便器位置及び地盤高等を考慮して次表の範囲内で勾配を決定する。

表 3－14

口径（㎜） 75 100 125 150 200 以上

ビニル管勾配 50 分の 1 以上 70 分の 1 以上 100 分の 1 以上 150 分の 1 以上

その他管勾配 30 分の 1 以上 50 分の 1 以上 70 分の 1 以上 100 分の 1 以上

  

イ 雨水管

(ｱ) 雨水管の口径        

表 3－15

排水面積

（㎡）

排水管口径 排水きょ断面

円形管口径

（㎜）

半径管口径

（㎜）

内のり

（㎜）

深さ

（㎜）

200 まで 100 以上 150 以上 150 以上 80 以上

200 を超え 600 まで 150 以上 200 以上 200 以上 100 以上

600 を超えるもの 200 以上 250 以上 250 以上 120 以上

     ただし，一つの建物から排除される雨水を排除する排水管で管路延長が 3ｍ以下

の場合，口径は 75 ㎜以上とすることができる。

   (ｲ) 雨水管の勾配

表 3－16

円 形 管
口 径（㎜） 100 150 200 250 300
勾 配 50 分の 1 以上 100 分の 1 以上

排水きょ

内のり（㎜） 150 200 250 300 350
深 さ（㎜） 80 100 120 150 180
勾 配 50 分の 1 以上 100 分の 1 以上

⑶ 使用材料は，水質，布設場所の状況等を考慮して定める。

⑷ 排水管の土被りは，原則として汚水管が 30 ㎝以上，雨水管が 20 ㎝以上とする。

⑸ 排水管は，公共下水道の排除方式に従って公共ます等へ接続する。

⑹ 排水管は，沈下，地震等による損傷を防止するため，必要に応じて基礎，防護を施す。

２．２ 管きょ

⑴ 管きょ材料

管きょ材料は，水質，布設場所の状況，荷重，工事費及び維持管理等を考慮して定め

る。一般に，硬質塩化ビニル管が使用される。

   また，雨水排水用にＵ形側溝を用いてもよい。

-71-

雨水管の土被りにつ

いては 20 ㎝以上に変

更。これに伴い排水管

の土被りを汚水管と

雨水管に分けて表示。
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第４節 除 害 施 設

１ 水質規制

事業場等の排水の中には、そのまま下水道に排除した場合、下水道施設の機能を妨げ、若しくは施

設の損傷及び処理が困難な有害物質等を含むため処理場からの放流水の水質を悪化させるものがあ

る。このような排水については、下水道に排除する前に排除基準（表 3－18）以下の水質にする必要

があり、その排水による障害を除去するための施設を除害施設という。

-82-

第４節 除 害 施 設

１ 水質規制

事業場等の排水の中には、そのまま下水道に排除した場合、下水道施設の機能を妨げ、若しくは施

設の損傷及び処理が困難な有害物質等を含むため処理場からの放流水の水質を悪化させるものがあ

る。このような排水については、下水道に排除する前に排除基準（下水道法施行令第９条の４及び鹿

児島市下水道条例第９条から第１１条までで定められた基準）以下の水質にする必要があり、その排

水による障害を除去するための施設を除害施設という。

-82-

下水道法施行令が改正

され、排除基準の一部

が変更となった。これ

に伴う文言の整理。
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-84

～ 削 除 ～

-84-

表 3-18 の削除

ページ削除

表 3－ 18 下水道への排除基準

項    目 単位 排除基準

処 
 

 

理 
 

 

不 
 

 

可 
 

 

能 
 

 

項 
 

 

目

健 
 

康 
 

項 
 

目

カドミウム及びその化合物 mg/ℓ 0.1  以下

シアン化合物 mg/ℓ 1   以下

有機燐化合物 mg/ℓ 1   以下

鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.1  以下

六価クロム化合物 mg/ℓ 0.5  以下

ひ素及びその化合物 mg/ℓ 0.1  以下

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ 0.005 以下

アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと

ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 0.003 以下

トリクロロエチレン mg/ℓ 0.3  以下

テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1  以下

ジクロロメタン mg/ℓ 0.2  以下

四塩化炭素 mg/ℓ 0.02 以下

1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04 以下

1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.2  以下

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.4  以下

1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ 3   以下

1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06 以下

1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02 以下

チウラム mg/ℓ 0.06 以下

シマジン mg/ℓ 0.03 以下

チオベンカルブ mg/ℓ 0.2  以下

ベンゼン mg/ℓ 0.1  以下

セレン及びその化合物 mg/ℓ 0.1  以下

ほう素及び

  その化合物

河川放流の下水道 mg/ℓ 10   以下

海域放流の下水道 mg/ℓ 230   以下

ふっ素及び

  その化合物

河川放流の下水道 mg/ℓ 8   以下

海域放流の下水道 mg/ℓ 15   以下

ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ 10   以下

環

境

項

目

フェノール類 mg/ℓ 5   以下

銅及びその化合物 mg/ℓ 3   以下

亜鉛及びその化合物 mg/ℓ 2   以下

鉄及びその化合物（溶解性） mg/ℓ 10   以下

マンガン及びその化合物（溶解性） mg/ℓ 10   以下

クロム及びその化合物 mg/ℓ 2   以下

処
理
可
能
項
目

水素イオン濃度（ｐＨ） 5 を超え 9 未満

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） mg/ℓ 600   未満

浮遊物質量（ＳＳ） mg/ℓ 600   未満

ノルマルヘキサン

抽出物質含有量

イ.鉱油類含有量 mg/ℓ 5   以下

ロ.動植物油脂類含有量 mg/ℓ 30   以下

施 設 損

傷 項 目

温度 ℃ 45   未満

沃素消費量 mg/ℓ 220   未満

※ 海域放流の下水道は谷山処理区及び１号処理区、それ以外は河川放流の下水道です。

※ ＢＯＤについては、１日当たりの排除汚水量が 30 立方メートル未満の事業場について除害

施設設置基準は適用されません。
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⑷ 取付管の管底は，本管の中心線より上方に取り付ける。

図 3－66

  ⑸ 支管取付部より私有地内の第一掃除口（汚水ます）までの間に分岐を設けてはならない。

  ⑹ 汚水本管の穿孔は，穿孔機により行う。

  ⑺ 取付管の土被りは，原則として 0.9ｍ以上とする。

  ⑻ 取付管の最小管径は，100 ㎜とする。

⑼ 取付管の最小勾配は，（表 3－19）のとおりとする。

表 3－19 取付管最小勾配

  

-87-

取付管口径 φ100 φ150
最小勾配 10‰ 10‰

⑷ 取付管の管底は，本管の中心線より上方に取り付ける。

図 3－66

  ⑸ 支管取付部より私有地内の第一掃除口（汚水ます）までの間に分岐を設けてはならない。

  ⑹ 汚水本管の穿孔は，穿孔機により行う。

  ⑺ 取付管の土被りは，原則として 0.9ｍ以上とする。

  ⑻ 取付管の最小管径は，100 ㎜とする。

⑼ 取付管の最小勾配は，（表 3－18）のとおりとする。

表 3－18 取付管最小勾配

  

-86-

取付管口径 φ100 φ150
最小勾配 10‰ 10‰

表番号の整理

ページの整理

焼きなまし番線（＃12）または

支管取付用ステンレスバンド

特殊接合剤

本管

焼きなまし番線（＃12）または

支管取付用ステンレスバンド

特殊接合剤

本管
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表 3－20 特殊接合剤の用途区分表

メ ー カ ー

本 管 管 種

硬質塩化ビニル管（ＶＵ・ＶＰ)

ヒューム管（ＨＰ)

陶管（ＴＰ)

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ)

クボタシーアイ ＳＶＲボンド【一液型】 ※注１ ケーシーボンド【二液混合型】

ア ロ ン 化 成 ＢＶボンド【一液型】 下水道用接合剤【二液混合型】

積 水 化 学 工 業 － エスロンドレンタイト【二液混合型】

旭 有 機 材 工 業 アサヒＢＶボンド【一液型】 ＡＶ接合剤【二液混合型】

三 菱 樹 脂 ＢＶボンド【一液型】 ヒューム管用支管接合剤【二液混合型】

ヴ ァ ン テ ッ ク － コマツボンド【二液混合型】

ビーオーケミカル － ＢＯメジコン【二液混合型】

※注１ 一段落支管の場合使用できない。（例 ２００×１５０は使用不可）

  ① 硬質塩化ビニル管に支管を取付ける場合は，各メーカーのチューブ入り接合剤【一

液型】の使用を標準とする。

    なお，二液混合型の接合剤を使用する場合は，各メーカーの製品カタログの用途区

分に基づき事前に承認を得て施工する。

  ② ヒューム管，陶管，強化プラスチック複合管に支管を取り付ける場合は，各メーカ

ー【二液混合型】の接合剤を使用する。

    なお，上表にないメーカーの製品を使用する場合，製品カタログの用途区分に基づ

き事前に承認を得て施工する。

３ 副管取付け

  副管は，マンホール内での点検や清掃作業を容易にするとともに，流水によるマンホー

ルの底部・側壁等の摩耗を防ぐ役割をもつ。

⑴ 副管は原則としてマンホールの外側に設置するが，施工上の都合でマンホールの内側

に設置することもある。内副管の分岐部の使用材料は，ＤＴ管は使用せず内副管用マン

ホール継手分割十字型（組立マンホールの場合）を使用する。

⑵ 流速 3.0ｍを超える管路の下流側に副管を設置する場合は，ＤＴ管を使用し本管と同

口径の副管を設置する。

⑶ 内副管は維持管理上の問題から 2 号マンホール以上に設置することが望ましいが，や

むを得ない場合は下水道管路課と協議を行うこと。

⑷ マンホール内で段差が 60 ㎝以上のときは，（表 3－21）により適切な副管をマンホー

ルに設ける。

-89-

表 3－19 特殊接合剤の用途区分表

メ ー カ ー

本 管 管 種

硬質塩化ビニル管（ＶＵ・ＶＰ)

ヒューム管（ＨＰ)

陶管（ＴＰ)

強化プラスチック複合管（ＦＲＰＭ)

クボタシーアイ ＳＶＲボンド【一液型】 ※注１ ケーシーボンド【二液混合型】

ア ロ ン 化 成 ＢＶボンド【一液型】 下水道用接合剤【二液混合型】

積 水 化 学 工 業 － エスロンドレンタイト【二液混合型】

旭 有 機 材 工 業 アサヒＢＶボンド【一液型】 ＡＶ接合剤【二液混合型】

三 菱 樹 脂 ＢＶボンド【一液型】 ヒューム管用支管接合剤【二液混合型】

ヴ ァ ン テ ッ ク － コマツボンド【二液混合型】

ビーオーケミカル － ＢＯメジコン【二液混合型】

※注１ 一段落支管の場合使用できない。（例 ２００×１５０は使用不可）

  ① 硬質塩化ビニル管に支管を取付ける場合は，各メーカーのチューブ入り接合剤【一

液型】の使用を標準とする。

    なお，二液混合型の接合剤を使用する場合は，各メーカーの製品カタログの用途区

分に基づき事前に承認を得て施工する。

  ② ヒューム管，陶管，強化プラスチック複合管に支管を取り付ける場合は，各メーカ

ー【二液混合型】の接合剤を使用する。

    なお，上表にないメーカーの製品を使用する場合，製品カタログの用途区分に基づ

き事前に承認を得て施工する。

３ 副管取付け

  副管は，マンホール内での点検や清掃作業を容易にするとともに，流水によるマンホー

ルの底部・側壁等の摩耗を防ぐ役割をもつ。

(1) 副管は原則としてマンホールの外側に設置するが，施工上の都合でマンホールの内側

に設置することもある。内副管の分岐部の使用材料は，ＤＴ管は使用せず内副管用マン

ホール継手分割十字型（組立マンホールの場合）を使用する。

⑵ 流速 3.0ｍを超える管路の下流側に副管を設置する場合は，ＤＴ管を使用し本管と同

口径の副管を設置する。

⑶ 内副管は維持管理上の問題から 2 号マンホール以上に設置することが望ましいが，や

むを得ない場合は下水道管路課と協議を行うこと。

⑷ マンホール内で段差が 60 ㎝以上のときは，（表 3－20）により適切な副管をマンホー

ルに設ける。
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表番号の整理

ページの整理



16

現 行 改正案 備  考

支持金具規格表  単位：㎜

図 3－70 副管付きマンホール構造標準図②

表 3－21 副管の使用例

流速 3.0ｍ以下 流速 3.0ｍ超

本管径 副管径 本管径 副管径

150 150 150 150

200 150 200 200
250 200 250 250

-91-

呼び径 Ａ Ｈ Ｒ Ｔ Ｌ

φ100 50 58 57±2 6±2 150
φ150 50 84 82±2 7±2 200
φ200 50 110 108±2 7±2 250
φ250 50 135 134±2 7±2 320

支持金具規格表  単位：㎜

図 3－70 副管付きマンホール構造標準図②

表 3－20 副管の使用例

流速 3.0ｍ以下 流速 3.0ｍ超

本管径 副管径 本管径 副管径

150 150 150 150

200 150 200 200
250 200 250 250

-90-

呼び径 Ａ Ｈ Ｒ Ｔ Ｌ

φ100 50 58 57±2 6±2 150
φ150 50 84 82±2 7±2 200
φ200 50 110 108±2 7±2 250
φ250 50 135 134±2 7±2 320

表番号の整理

ページの整理

              寸 法 表    単位：㎜

呼び径 Ｔ Ｄ Ｂ Ｅ Ｈ

φ150×150 150 150 200 360 360
φ200×150 200 150 200 410 410
φ200×200 200 200 200 410 410
φ250×200 250 200 200 460 460
φ250×250 250 250 200 460 460

              寸 法 表    単位：㎜

呼び径 Ｔ Ｄ Ｂ Ｅ Ｈ

φ150×150 150 150 200 360 360
φ200×150 200 150 200 410 410
φ200×200 200 200 200 410 410
φ250×200 250 200 200 460 460
φ250×250 250 250 200 460 460
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第７節 冷却水等の直接放流について

法第 10 条第 1 項ただし書きの規定に基づき，公共下水道の処理区域内において冷却水（直接製品

等に触れず水質に変化のないもの）並びに遊泳用プール及び泉池の排水（以下「冷却水等」という。）

を公共用水域に直接放流する場合は，管理者の許可を受けなければならない。

よって、冷却水等を公共用水域に直接放流しようとする場合は、事前に下水道管路課へ施行規程第

27 条の規定に基づき「排水設備設置義務免除申請書」を提出すること。

-104-

第７節 排水設備設置義務免除について

法第 10 条第 1 項ただし書きの規定に基づき，公共下水道の処理区域内において、冷却水（直接製

品等に触れず水質に変化のないもの）、遊泳用プール及び泉池の排水、又は水質汚濁防止法第 2 条第

2 項に規定する特定施設を設置している工場及び事業場からの処理水（し尿、水洗便所からの排水及

び炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴う排水は除く。）（以下「冷却水等」という。）を公共用水域に直接

放流する場合は、管理者の許可を受けなければならない。

なお、冷却水等を公共用水域に直接放流しようとする場合は、事前に下水道管路課へ排水設備設置

義務免除に関する取扱要綱第 5 条の規定に基づき「排水設備設置義務免除申請書」を提出すること。
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排水設備設置義務免除

に関する取扱要綱が、

平成 30 年 4 月 1 日か

ら改正され、公共下水

道への接続義務を免除

する対象が変更になっ

た。これに伴う、標題の

変更及び文言の追記、

変更。

ページの整理


